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1. 背景

福祉の分野においては、従来の施設入所によるケアから、地域に居住し予防や介護のサービスを受け
る地域包括ケアへと移行が進められている。それに伴い、従来から福祉避難所の対象としていた要配慮
者（つまり、入所しておらず、災害時には一旦一般避難所へ避難することが想定されている要配慮者）が
急増している。そのような状況下で、2016年に発生した熊本地震では、福祉避難所で想定通りの対応が
出来なかったことが報道されている 1)。
災害時に要配慮者の受入が期待されている福祉施設では、建物の被災や、職員の被災、入所者の状況

等、様々な要因により受入が出来ない状況に陥る可能性がある。本研究では、2016年熊本地震において、
どのような施設で避難者を受入可能であったかを把握するものとした。

2．アンケート調査の概要
2-1)アンケート調査の対象範囲

2016年熊本地震において、震度 5強超が 3回以上発生した自治体に立地する施設等へアンケート調査
を行なった。ただし、芦北町は震度 5強超が 1回であったが、福祉避難所を開設したことが判明してい
たため、調査対象に含めた。
対象とした施設は表 1のとおり。まず、先述した自治体に立地する福祉避難所の協定を事前に締結し

ていた施設等は、全て調査対象とした。次に、高齢者・障害者の福祉施設等のうち、定員 20名以上の施
設等を対象とした。これは、比較的規模の大きい施設では、地域交流スペースやデイサービス、通所サー
ビスを併設している場合があり、そこで避難者を受入れたと推測したためである。

2-2)アンケート調査の配布・回収状況

表 2のとおり、19市町村に立地する計 541ヵ所へ配布し、計 139ヵ所から回答を得た。調査期間は
2016年 11月 7日から 2017年 1月 12日である。また、著者は 2017年 10月に福祉避難所を開設した施
設へヒアリング調査を行なっており、そのうちアンケート調査が未回収の施設には再依頼をしたところ、
1ヵ所から回答を得ているため、本研究に含めた。
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図 1　回収施設の施設用途

回収施設を施設用途別にみたのが図 1であ
る。有料老人ホームが最も多く 40ヵ所（う
ち、協定締結施設 4ヵ所）、次いで、指定障害
者支援施設が 22ヵ所（うち、協定締結施設
20ヵ所）となった。震度 5強超が 3回以上発
生した自治体に立地する施設等へアンケート
調査を行なった。ただし、芦北町は震度 5強
超が 1回であったが、福祉避難所を開設した
ことが判明していたため、調査対象に含めた。

3. 結果
3-1) 避難者の受入方

福祉避難所、入所、任意受入の 3つの受入
方について、分類し、受入の有無をみたのが
図 2である。136ヵ所中、受入なしは 40ヵ
所（29.4%）にとどまり、70%の施設等は何
らか形で避難者を受入れ vる。福祉避難所は
47ヵ所、入所（従来のショートステイ、超過受入等含む）は 28ヵ所、任意受入（施設等が任意で場所や
食事を提供）は 70ヵ所である。それらのうち、計 44ヵ所は 2種類ないしは 3種類の受入方をしている。

3-2) 立地

狭域防災情報サービス協議会による本震の震度分布図（消防研究センターの被害推定Webシステムで
配信された本震の震度分布を基に作成）2)に、回答施設の立地を同時付置したのが図 3である。熊本市
を中心に回答が多いが、震度 6強以上を観測している地域でも、「受入なし」が多くみられる。震度 6弱
以下の地域では、「任意受入」はやや少なく、「福祉避難所」や「入所」での対応がみられる。

表 1　アンケート調査の対象施設
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3-3) 受入方別にみた避難者受入体制

表２　アンケート調査の配付回収状況
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図 2　避難者の受入方

数量化Ⅱ類により、避難者の受入の有無に
係わる判別分析を行なった。なお、いずれかの
質問で無回答が含まれる施設等は除き、123ヵ
所について分析した。
福祉避難所、入所、任意受入など、様々な

受入方をしているが、何らかの形で避難者を
受入れたか否かを分析したのが表 3である。
判別的中率は 63.4%であり、やや傾向がみら
れた。要因としては、「罹災証明」「職員参集」
「周辺住民からの受入期待度」による影響が
大きい。特に、「周辺住民からの受入期待度」
が高い場合、「地震マニュアル」がある場合
に受入れられる傾向にある。一方で、「罹災
証明」がある場合は、受入れられない傾向に
ある。
受入方によって、それらの傾向が異なるか

をみたのが、表 4～表 6である。同じアイテ
ムを用いて、受入方ごとに分析した。
福祉避難所としての受入の有無（表 4、判

別的中率 77.2%）に係わる分析では、「福祉避
難所協定」「周辺住民からの受入期待度」が
大きく影響している。「福祉避難所協定」が
ある場合に福祉避難所が開設されたというこ
とはもちろんのこと、「周辺住民からの受入
期待度」が高い場合に福祉避難所が開設され
た傾向にあるという結果は、周辺住民が避難
してきたことで後追いで福祉避難所の指定が
された場合もあったためと解釈できる。
入所としての受入の有無（表 5、判別的中

率 61.0%）に係わる分析では、「福祉避難所協
定」「職員参集」が大きく影響している。「福
祉避難所協定」がない場合、「職員参集」が
成功または必要なかった場合に受入られてい
る。福祉避難所としての受入有無と異なり、
「周辺住民からの受入期待度」は大きく影響
はしない。これは、介護保険制度に則っての
受入となるため、受入可能な要配慮者が限ら
れていることによると思われる。任意受入の
有無（表 6、判別的中率 63.4%）に係わる分
析では、「職員参集」が最も大きく影響して
おり、次いで「福祉避難所」「水道停止」「周
辺住民からの受入期待度」となっている。「職員参集」がどちらともいえない・失敗とされているにも関
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図 3　受入方別にみた施設の立地

わらず任意受入をしている。「水道停止」
ありとも関係があることから、被災が大き
い地域に立地している施設で任意受入さ
れている可能性が考えられる。

3-4) 受入方別にみた増えた業務

避難者の受入の有無に係わらず、地震
後には、ライフラインの確保や被害箇所
の点検・応急手当、入居者・職員の健康管
理等、様々な業務を強いられる。また、職
員が被災した場合は、その業務の補完を
する必要があり、多大な負担となり得る。
それらの増えた業務が受入方によって異
なるかを数量化Ⅱ類により分析した。
まずは、何らかの形で避難者を受入れ

たか否かで分析したのが表 7である。判
別的中率 76.9%であり、以下の傾向がみられた。
要因としては「避難者受入」「飲料水の確保」「食料確保・提供」による影響が大きい。何らかの形で

避難者を受入れた場合「飲料水の確保」は業務量が増えず、「食料の確保」「生活用水の確保」は業務量
が増えた傾向にある。また、「外部支援活用」は業務量が増えた。支援を受けることである程度の業務負
担は減ると考えられるが、一方で、支援の依頼や、支援内容の説明などが負担になったと思われる。
次に、受入方によって、それらの傾向が異なるかをみたのが、表 8～表 10である。同じアイテムを用

いて、受入方ごとに分析した。
福祉避難所としての受入の有無（表 8、判別的中率 78.5％）に係わる分析では、「避難者の受入」が最も

大きく影響しており、福祉避難所を開設した場合には、「避難者の受入」に関する業務量が増えている。

表 3 避難者受入体制
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表 4 福祉避難所開設有無別にみた避難者受入体制
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表 5 入所有無別にみた避難者受入体制

>T=Q �"�', AH UaM 45T-S
�7 ��
3� 


89"% �"�', AH )* 1Ua
�7 �� ��%�
3� 	 ����%�
�7 �� ������
3� 	� �����%
�7 	� ������
3� 
	 ����
�
�7 �� ������
3� %� �����
E6 

 ����%
20615�-3�+?G �� �����
DZ3� �% �����

f� %	 �����
20615�-3�+.� �� ���	�%
�7 	� ����		
3� 
	 ������
�7 
� ��
%�
3� 	
 ������

!�84`C

3F93
���%��

���	�� 
����
�����
!�8

XR\J ��
�� ���	

P^2L ����% �����

dO2L ����% �����

0[I[ ����� ����%

Y;8b ��%�	 ���%�

:]/N.64
93KBA

���%� ����%

<e$#&8( ��
�� ����


WV_cF7@ ��%�� ���%�

福祉避難所の対象者は軽度の要介護度や障害の方とされる場合が多いが、実際は、入所者を同程度の対
応をすることもある。また、職員も被災している中、見守り程度あっても福祉避難所対応の職員または
ボランティアを確保することは負担となり得る。そういったことが業務量が増えた一因であると考えら
れる。
入所としての受入の有無（表 9、判別的中率 68.6%）に係わる分析では、「特になし」「健康管理」「避難

者受入」「生活用水の確保」「被災職員の補完」「食料確保・提供」と続く。入所として受入れた場合は、
「被災職員の補完」が増えるものの、「飲料水の確保」「食料確保・提供」「生活用水確保」「健康管理」と
いった激震地でより増える業務は増えていない。比較的、通常の業務を継続できた施設で、通常の業務
の延長上として入所対応が出来ていると考えられる。任意受入の有無（表 10、判別的中率 70.3%）に係
わる分析では、「避難者受入」「食料確保・提供」「報告書作成」が大きな要因として挙げられる。任意受
入をした場合は、「避難者受入」に関しては業務量は増えず、入居者、避難者ともに必要「食料確保・提
供」、衛生面で必要な「生活用水」、「健康管理」、事務作業として「労務管理」「外部支援活用」について
業務量が増えている。
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表 6 任意受入有無別にみた避難者受入体制
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表 7 増えた業務
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4. まとめ
4-1) 福祉避難所

福祉避難所の開設・受入に大きく影響しているのは「福祉避難所協定」があること、「周辺住民からの
受入期待度」が高いことであった。「福祉避難所協定」の締結を進めるとともに、周辺住民が避難してく
る可能性も視野に入れて福祉避難所の開設・運営手順を具体的に検討することが求められる。
また、福祉避難所を開設した施設では、「避難者の受入」に関する業務量が多大であった。受入が過大

となった場合に備えた、福祉避難所対象者の受入先の調整を行うコーディネーターの存在、または平常
時から災害時まで施設間連携が行なえるような連携機能が施設内に存在することが重要である。
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表 8 福祉避難所開設有無別にみた増えた業務
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表 9 入所受入有無別にみた増えた業務
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4-2) 入所

入所としての受入に大きく影響しているのは、「福祉避難所協定」がないこと、「職員参集」が成功ま
たは必要なかったことであった。福祉避難所協定がない場合は、避難者のうち介護度が高い要配慮者は
介護保険制度に則った受入を行なっているものと思われる。地震後に増えた業務としては、「被災職員の
補完」が増えるものの、「飲料水の確保」「食料確保・提供」「生活用水確保」「健康管理」といった激震
地でより増える業務は増えていない。比較的、通常の業務を継続できた施設で、通常の業務の延長上と
して入所対応が出来ていると考えられる。
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表 10 任意受入有無別にみた増えた業務
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4-3) 任意受入

施設の任意で避難者を受入れている施設は、「職員参集」がどちらともいえない・失敗、「水道停止」が
ありとされていることから、被災が大きい地域に立地している可能性がある。受入れた理由として、「周
辺住民からの依頼があった」「ケアマネージャー等から依頼があった」といった受動的な回答もあるが、
「法人の理念で地域貢献が挙げられている」「社会福祉法人としてやるべき事と認識している」といった
主体的内容も挙げられており、激震地の施設が出来ることとして、任意で場所や食事の提供が行われた
と推測される。任意受入の場合、基本的には住民主体の運営が求められるため、「避難者受入」に関して
は業務量は増えず、入居者、避難者ともに必要「食料確保・提供」、衛生面で必要な「生活用水」、「健康
管理」、事務作業として「労務管理」「外部支援活用」について業務量が増えている。

5. おわりに
福祉避難所について、想定通りの開設には至らなかったことが報道されているが、福祉施設や福祉避難

所の協定を締結していた施設等は、通常業務に加えて、様々な形で避難者の受入を行なっていた。周辺
住民が殺到して本来受入れる予定であった要配慮者が受入れられない状況にならないように考慮する必
要はあるが、特に、激震地では一般避難所の過密状態を緩和する点では一定の効果があると考えられる。
今後、立地（人口密度や高齢化率、被災度等）や、避難者の属性（自立や介護度、障害種別等）によっ

て、福祉施設等における避難空間としての機能のあり方を検討していく必要がある。
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